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チームワーク抜群。健康推進室のスタッフと。
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1）「健康診断」の結果に基づく就業上の措置のための産業医

の意見（安衛法第66条の4）：健康診断の結果に基づき、

労働者の健康を確保するうえで必要な就業上の措置

2）「面接指導」の結果に基づく就業上の措置のための産業医

の意見（安衛法第66条の8）：面接指導の結果に基づき、

労働者の健康を確保するうえで必要な就業上の措置

3）「メンタルヘルス不調への気づきと対応」に基づく助言・

指導（心の健康保持増進指針6（3））：職場の上司が、労

働者、管理・監督者、家族等からの相談を受けて産業医

に報告した内容に基づいて、述べた必要な対応

4）「職場復帰における支援」に基づく助言・指導（心の健康

保持増進指針6（4））：労働者の主治医に情報照会し、復

職のために述べた必要な対応

1. 雇用・就業上の差別（解雇、役職罷免、労働条件低下など）

2. 職場における偏見（疾病の原因や経過の予想による偏見など）

3. 保健サービスの利用障害（漏えい回避のための受診拒否など）

4. 不当な営業・勧誘（健康・医療関連のダイレクトメールなど）

5. 精神的苦痛（他人に病名や病状を知られる不安など）
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4.

1. 産業保健専門職は、守秘義務の遵守および労働者と仕事の

適合を推進する立場であることを明言する。

2. 医療職同士は、的確な判断や診療等のために必要な健康情

報を交換する。

3. 非医療職に健康情報を提供する際は、誤解や混乱を招きや

すい専門用語を避ける。

4. 健康情報（生データ）でなくてもよいときは、医療職が目

的に応じて情報を加工する。

5. 健康情報の目的外使用や提供は、本人等*のインフォーム

ドコンセントを得る。

6. 健康情報の第三者提供は、できるだけ必要最小限の対象者

に限定する。

7. 個人の情報でなくてもよいときは、個人識別情報を外す。

8. 社会的偏見の存在に配慮し、事業場内においては偏見の排

除に努める。

* 本人が病気について認識できていないときには、認識できている家族や親族
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堺市医師会玄関前
にて。左から森コ
ーディネーター、
藤森担当理事、高
橋副担当理事。



最寄の駅より沖縄産業保健推進センター（比嘉國郎所長）

までの街路樹は、ハイビスカスやガジュマルが並び、その

亜熱帯性の植生に、本州との陽気の違いを感じることがで

きる。そこへスタッフが、かりゆしウェアで出迎えてくれ

る。「この気候ですから、熱中症対策は必須です。各企業

からのニーズも高いですね」。この比嘉所長の第一声でわ

かるとおり、気候による暑熱の問題が沖縄県にはある。「今

年も早い時期から、パンフレットとポスターを作って注意

を促しています」と那須英昭業務課長は、各企業からの対

応に追われたという。同時に、メンタルへルス問題も重要

課題だ。「就業者における自殺者の比率が多いことも要因

となり、どうしても沖縄県にとってはメンタルへルス問題

が深刻なテーマになっています。さまざまな角度からアプ

ローチをして対策に取り組んでいるところです」と、古
こ

城
じょう

尚志副所長が県下の情勢とともに課題を説明してくれた。

その取組みのひとつとして、8月18日、保健師を対象に、

カウンセリングで役立つエゴグラムの実地研修が行われた。

「エゴグラム」は、自己図とよばれる誰でも使うことが

できる分析方法でいくつかのチェック項目を答えて数値計

算し、その結果性格の傾向がグラフ化で見えてくるという

ものだ。このたびの研修では、福地孝相談員のもと、実際

にエゴグラムを実践して自己の分析を行いつつ、カウンセ

リングに活かすポイントを解説する内容であった。「カウン

セリングをするには自己開示が必要です。しかし、そのた

めには自分を知ることが大切になります」と、まずは自身

がカウンセリングを行えるように、準備として自己開示を

することを求めている。その手がかりとして、エゴグラム

で自身をグラフ化していくのだ。

CP（批判的親）、NP（保護者的な親）、A（成人）、FC

（自由な子供）、AC（順応する子供）という指標が、性格の

特徴的な傾向を持っており、どこにドットが打たれるかに

より、グラフの形が変化していく。

まず数値計算を行って性格の数値を割り出した。「への

字」型は自分も他人も肯定できる『自他肯定型』とよばれ

理想の形である（ ）。「このモデルに近づけるように、

自分の足りないところ、過ぎるところを気をつけることが

できる指標になりま

す」と福地相談員。

終了後、参加者よ

り矢継ぎ早に質問が

寄せられた。「カウ

ンセリングは傾聴だ

けで終わってしまっ

ているがそれでよい

のか」、「カウンセリ

ングを受けたいが、

外部機関が少ない。

どうすればよいの

か」というものなど、さまざまな質問に参加者が互いにう

なずきつつ、福地相談員の丁寧な回

答にメモを走らせていた。

福地相談員の研修では、「カウン

セリングノート」という冊子を

用意しており、実際に現場でも

活用できるようにポイントが

まとまっている。もちろん、

このエゴグラムの解説も掲

載されている。

12 21 2006.10 第46号

〒901‐0152 沖縄県那覇市字小禄1831‐1
沖縄産業支援センター710号

TEL 098‐859‐6175 FAX 098‐859‐6176

沖縄�
産業保健推進�
センター�

沖縄�
産業保健推進�
センター�

カウンセリングノート

福地相談員（左前）と比嘉所長（右前）とセンタースタッフ。

自他肯定型エゴグラム



釧路支庁管内、根室支庁管内の諸地域を活動範囲とする

釧路地域産業保健センター。北は知床半島の東半分、東は

日本漁船に対する発砲事件があった根室半島、さらに西は

根室湿原の遥か先、音別や阿寒町までに広がっている。地

図で俯瞰すると、実に広いと想像できる。

釧路地域産業保健センターのコーディネーター中谷邦穂

氏は、「100km単位の移動もしばしば。それは、実際広い

ですよ」と笑う。

開所は平成９年、事業活動は足掛け10年になる。平成12

年に、コーディネーターに着任した中谷氏だが、「開所か

ら３年あまりの頃でしたが、地域によっては、当センター

の活動内容はおろか『名称を知らない』という人もいた。

ＰＲ活動の重要性は認識していましたが、本当にたいへん

なことだと実感しました」と振り返る。一方で、季節によ

っては屋内外の温度差が50℃もあるような厳しい土地柄で

ある。「個人個人は、健康に関して無関心ということでは

ないと思いますよ。それは事業場にしても同じであるはず」

とも。産業保健活動の定着が、必ずしも困難ではないとい

う思いも持ち続けていたものだ。

ともかく相談や事業場の個別訪問といった定常の活動と

併行して、商工会議所の関連会合、建設業協会を手掛かり

とした、地場コン、ゼネコン傘下の専門工事業者らが集ま

る機会などを捉えてのＰＲに奔走する毎日であった。

そんな日々を送るなかで、いく筋か追い風が吹いた。

まずは健康相談窓口である医療機関の存在である。「丁

寧な対応、指導をしてくれると、それが“リピーター”を

増やすことにつながります」と中谷氏。また、そうした医

療機関の協力が濃厚になるにつれて、100km、200kmと移

動する回数も減る。「電話やファックスなどのやりとりだ

けで相応のサービスができる――それこそコーディネータ

ーとして立ち回りやすくなったものです」との言葉にも、

しみじみとした実感がこもる。

釧路市医師会、釧路

国医師会、根室市外三

郡医師会などが積極的

に関わることで、各事

業場は、より近い窓口

を訪れることができ

る。中小・零細規模の

事業場では、就業時間

を健康管理のために、

それほど割けないのが

現状であることを考え

れば、各地で開設している医療機関の存在は、概して大き

いものである。

もうひとつ、釧路労働基準監督署の協力も大きな力にな

っている。中谷さん自身、「小さな事業場でも、法律には

理解を示すものの、コーディネーターという立場には強制

力がない部分で、アプローチしていくうえで、どこか説得

力に欠けるところがあります」と言うが、その点、「労基

署を訪ねた事業場の関係者に、監督官が、当センターの利

用をアドバイスしてくれており、抵抗なく利用してくれる

事業場も増えた」と、改めて謝意を示している。

◆ ◆

各医師会の積極的な協力と労基署からのアプローチ。こ

れらは、釧路地域産業保健センター運営協議会の努力の賜

物でもあろう。前述した三医師会、労基署はもとより各商

工会、建設業、林業・木材製造業、陸上貨物運送事業、港

湾貨物運送事業などの災防団体、そのほか漁業、砕石、砂

利などの業者団体の関係者が30名近く参集して、絶えず意

見を交換している。

こうした各者のサポートを得て、地道ながらも確かな活

動を続ける同センター。「当センターとしても利用者の要

請には、これまで100％応えている」と自負する中谷氏。そ

して、それは「これからも、です。実は明後日にも運営協

議会がありますが、さらなる体制の充実についても話して

いきたい」と続ける。広い地域に、フットワークには限界

がある。そこで､密なるネットワークが、点在する事業場

の距離を大きく縮めていることであった。

〒085‐0836 釧路市幣舞町４-30
釧路市医師会内

TEL 0154‐41‐3856  FAX 0154‐41‐1116

釧路�
地域産業保健�
センター�

釧路�
地域産業保健�
センター�

21 132006.10 第46号

コーディネーター・中谷邦穂氏
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産業医の織田奈穂美医師
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30人以上50人未満の事業場 83,400円
10人以上30人未満の事業場 67,400円
10人未満の事業場 55,400円

（注）共同選任医師を選任するのに要した費用の額が上記の額を下回る場合は、その医師を選任
するのに要した費用の額を支給します。

左から大堀徳豊課長と山領利国所長

健康管理センター



その際に健康診断データを自動的に取り込む仕組みを導

入した。

1986年に大規模事業所に健康管理システムを導入し、

データ収集を拡大、2000年には営業拠点にシステムを導

入し、全従業員の健康診断結果の入力を開始、2001年に

は、社内の就業情報と連携した長時間残業者健診システ

ムを導入した。

近年、ビジネス環境の大きな変化によりグループ会社

間での異動も頻繁になり、従業員が転勤している間の健

康診断データが蓄積されないなど、さまざまな問題が顕

在化してきた。すなわち、

q 自社だけでのデータ管理では、継続的な健康支援活動

が難しくなってきたこと

w 従業員の健康意識の向上のためのサポートツールを強

化しなければならないこと

16 21

企業で健康管理を進める上で、社員の健康情報を効率

的に収集・活用するのに欠かせないのが健康管理システ

ムである。

富士通株式会社では、グループ会社も含めたシステム

を構築し、社員の健康管理に活用しているので、その内

容をご紹介したい。

当社は通信システム、情報処理システムおよび電子デ

バイスの製造・販売とこれらに関するサービスの提供を

事業としている。

開発拠点，営業拠点，製造工場などがあり、従業員の

業種も、ＳＥ（システムエンジニア），営業，製品開発，

製造，事務など業務環境が異なっている。

1944年に医務室としてスタートした当社の健康管理は、

結核対応が目的であったが、従業員と家族の健康管理を

目的に1963年には、川崎工場に病院を新築、1964年成人

病の早期発見・治療を目

的に、健康診断データの

蓄積を開始した。1976

年には、富士通健康管理

センターを同敷地に設立

し、健康診断活動を開始、

!44
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36,820名

158,491名

（当社含む）

〔2006年3月31日現在〕

富士通健康管理センター



事務処理も含め、必要な指導，連絡を自席の

端末上でやりとりができるようになっている。

セキュリティ対策として、社内認証機能

（ＰＫＩ）またはユーザーＩＤとパスワードに

よりログインする仕組みである。接続の際は、

サーバーから各端末までの情報通信は、暗号

化されているため、他者が参照できないよう

になっている。その他に、産業保健スタッフ

は、担当事業所（グループ会社含む）の健康

管理情報のみ参照できる「エリア管理」を行

っており、長期出張などで担当事業所が健康

管理を行えない場合は、管理元が出張先事業所に参照権

限を与えて依頼する仕組みとなっている。

スタッフ向け機能は、入力・参照共に産業保健スタッ

フにより必要なメニューを設定することができる。

システム管理者が必要な業務メニューを設定できるの

で、例えば医療職のみ面談記録等の入力参照が可能であ

るが、事務職にはメニューを設定しないことで、プライ

バシーを保護することができる仕組みになっている。

健康診断機関より一定のフォーマットで提供された情

報を自動的に取込むことができ、健診機関の判定情報に

加え、産業医の判定（経過指示）を入力することができる。

健康診断結果取込等で入力された情報を修

正・参照を行うことができる。１つの画面で全

体的な情報が把握できる仕組みとなっており、

結果説明や保健指導を行う際に利用している。

対象としたい項目を選択してグラフ表示をさせ

ることもできるため、視覚に訴える保健指導を

行うことができるようになっている。なお、詳

細な情報は別画面で参照することも可能である

。

e参照する場所を限定せずに利用ができる環境にしたい

等の課題解決のため、グループ全体がヘルシーカンパニ

ーとなることを目指して、2006年（一部2005年）より、

Webによる健康情報システムを開発し、運用を開始した。

このシステムは、自社製品である健康情報システム

HOPE/webH@ins（ホープウェブハインズ）をベースに

開発しており、社内のイントラネット（ＦＪ－ＷＡＮ）

を利用している。

機能として、産業保健スタッフ（産業医，産業看護職，

事務職）向けと、従業員向け機能の２種類がある

。これにより、スタッフと従業員とが通知等の

21 172006.10 第46号
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確定・変更ができるようになっている。

健康診断の事前準備で使用する自覚症状・生活情報等

の事前問診票をWeb画面より入力することができる。

健康診断結果等の通知資料がe-mailにて通知される。

各種健康診断の結果（長時間残業者健康診断を除く）

を準備が整った者から、ＰＤＦ形式で参照、または保存

することができる（2006年度分～）。従業員は、自席で健

康診断結果を参照することができるため、書類を送付さ

れるまでの時間が短縮された。

また、産業保健スタッフは、従業員が参照しているも

のと同じものを参照することができるため、遠隔の保健

指導にも役立つ。

各種健康診断の結果を時系列で参照することができる

ようになっており、継続的に捉えることが可能となって

いる 。

当社では、１カ月の残業時間が40時間を超える対象者

に、体調や仕事の状況を調査するための問診票を、人事

部門の就業システム（マイオフィス）より入力してもら

事後措置として、上記の結果を基に産業医・産業保健

スタッフが結果返却や保健指導を行うが、定期的な経過

観察が必要な対象者を登録しておき、面談を入力して時

系列で参照でるようになっている。また、スケジュール

機能により、複数の対象者の経過観察が、確実にできる

ような仕組みにしている 。

健康診断結果（ヘルスチェックシート※の情報を含む）

を組み合わせてデータ抽出（csv形式）ができるようにな

っており、抽出されたデータを加工して、健康教育対象

者の絞込みや健康診断項目の検討などの分析，安全衛生

委員会等の資料として活用している。

当社では、川崎工場に健康診断機関（健診センター）

を設置しており、健康診断実施のためにさまざまなシス

テムと連携し、健康情報システムへのデータ投入を行っ

ている。当社製品の診療画像情報システムHOPE/DrABLE-

EX（ホープドクターエイブルＥＸ）との連携による胸

部・胃部エックス線のデジタル画像を参照入力できる機

能や検査機器，計測結果の自動取込機能と連携してデー

タ投入を行っている。

定期健康診断（成人病・特殊健診を含む）の受診日の
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タをもとに、集団でのストレスの状況を把

握し、職場のストレスマネジメント支援に

役立てている。

さらに、幹部社員向けにメンタルヘルス

関連の部下指導を充実させることを目的と

して、e学修＠心の健康シリーズ 「職場のメ

ンタルヘルス」を、また、全従業員のセルフケアの浸透

を図り、メンタルヘルス関連疾患の予防・早期発見を目

指し「こころのセルフケア入門」を全社的に実施し、メ

ンタルヘルスケアの充実を図っている。

※㈱富士通ソフトウェアテクノロジ社製

グローバル企業として発展し続けていくためには、従

来行っている海外赴任者への支援活動に加え、現地スタ

ッフも含めた健康支援施策を検討していきたい。

自席で参照している健康診断の結果から、自己管理に

役立つプログラムの提供やアドバイスにより、より一層

の健康意識の向上を目指したい。

先に紹介した長時間残業者健診システムと健康情報シ

ステムと連携により、リスクマネジメントの強化を図っ

ていきたい。

最後に、こうしたシステム導入の構築に際しては、企

業として自社の健康管理について「何を」「どうしたい」

のかを明確にしておくことが重要である。その目的を明

確にすることで、より使いやすいシステムの構築に結び

つく。
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い、その結果と就業情報を自社で開発した長時間残業者

健康診断システムにデータ連携を行っている。また、残

業時間が100時間を超える、あるいは2～6カ月で平均75

時間を超える者には、産業医等による面談を行っており、

先に連携している情報と健康情報システムの健康診断デ

ータ等を参照しながら健康状態の把握と保健指導を行っ

ている 。

メンタルへルス面についてはストレス度のセルフチェ

ックを行うシステムを導入しており、各自が自己のスト

レス状況を把握し、ストレスコントロール対策のきっか

けにしたり、産業保健スタッフがセルフチェックのデー

8.
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１）岡田晃、那須吉郎・他：振動障害―基礎・臨床の最近の進歩.労働総合
研究所、

２）岡田晃、那須吉郎・他：振動障害―35年の軌跡―.労働調査会、2003、
３）岡田晃、那須吉郎・他：振動障害Q and A、第2版、労務行政研究所、
1999、
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医薬品の元、原薬の製造を行ってい

る同工場は、今年度の全国安全週間に

おいて、健康確保対策の部門での厚生

労働大臣優良事業場として表彰され

た。「これといった特別な取組みをし

てきてはおりませんが、一つひとつの

基本を積み重ねた結果だとは思いま

す。それと、マンネリ化を防ぐために

必要に応じての見直しは行っていま

す」と福田工場長は謙遜する。

福田工場長のいう「基本の積み重ね」

のベースとなるのが明治製菓の全社的

な安全衛生の取組みとともに、同工場

独自の年度ごとに打ち立てられる安全

衛生方針だ。毎月第３火曜日に開催す

る「工場安全衛生委員会」で年間の計

画の立案をするとともに、実行・推進

する。年間計画に沿って各職場で

日々、安全衛生の取組みが展開され

るのだが、さらに職場ごとに毎月開

催する「職場安全衛生委員会」では、

取組みを確認するとともに、工場委

員会への必要な意見の吸上げも語ら

れる。毎月の工場委員会では、取組

みの状況を確認するとともに、翌月

の取組みの徹底が図られ、各種の取

組みを中心に進め、職場巡視も行う

）。今年度の計画では、4月の労

働安全衛生法の改正を踏まえ工場内

独自の「北上工場安全衛生規則」の

見直しが目を引く。周知徹底が急務

と考え、4～6月の年度の早い段階で

読合せが行われ「今年は、2～3月に

かけて規則の全面改訂を行いました。

法改正がなくても、3年に一度は見直

し作業を行います」との言は福田工

場長の冒頭の「マンネリ化を防ぐた

めの見直し」に合致する。

年間計画の労働衛生面では、定期

健康診断、特殊健康診断の他に、定

期的にウォーキングやトリム活動を

取り入れられている。昨年は喫煙対

安
全
衛
生
の
基
本
を
見
つ
め
な
お
す
姿
勢
で

積
み
重
ね
て
い
く
日
々

第39回

岩手県北上市北工業団地
昭和51年2月
72人
医薬品の原薬製造

厳しい製造管理下で、毎月目的別の巡視が行われている

第39回
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策として工場内の完全分煙化を実施

したという。なかでも職場巡視では

「医薬品の工場ということで、人を守

ると同時に人による異物汚染から製

品を守るために保護具を着用するん

です」と鷲見信ニ郎製造部長が語る

厳しい製造管理下で、毎月目的別の

巡視が行われている。

これらの取組みの推進役の菅原明

事務部長は、「平均年齢が45歳という

こともあり、健康管理において様々

な配慮が必要になります。健診では

どうしても有所見者が見られ、毎月3

回行っている産業医による健康指導、

食事や禁煙指導を行い、相談窓口を

設けるなどして対応しています」と

事業場の特性に合わせた内容だ。出

張などで健診を受けられない場合で

も別の日に受診するようにフォロー

を行い、受診率は100％の実績だ。ま

た、少しでも有機溶剤業務にかかわ

りがある従業員は、特殊健康診断を

受ける手配となっている。

「どうしても装置管理の関係上、

コミュニケーションを

図る機会が少ない事業

場です。健康づくりの

運動の一環だけでな

く、不足したコミュニケーションを

補うためにもトリム活動がさかんで

す。この良好な人間関係のベースは、

メンタルへルスにも通じると考えて

います」と福田工場長は説明してく

れた。

北上工場のメンタルへルス対策は、

自分の状態を理解するセルフケアを

研修により促進させ、上司や同僚が、

周囲の変化にも気づけるように働き

かけている。つまり、ここで社内の

コミュニケーションが下地となり、

周囲の声かけ等で事前に予防できる

ようにしている。もちろん、「労働者

の心の健康の保持増進のための指針」

に則り産業医、衛生管理者への相談、

または外部資源として電話のカウン

セリングなども行うソースを用意し

万全を期す。

このコミュニケーション活性化の

ひとつに、ウォークジョグラリーや

ペタンク大会、ラージボール大会な

どのトリム活動がある。しかし、運

動指導も年齢を配慮した内容になっ

ている。「以前は、ソフトボールやバ

レーボールなども行っていたのです

が、運動するのにいい季節を中心に、

体にも優しく楽しめる内容へと変更

をしてきました」と計画作成に携わ

る事務部の小原敏弘さん。「今年はゲ

ートボールもあるんです」と新たな

取組みも教えてくれた。

コミュニケーションの効用はこれ

だけではない。「ヒヤリハットの数を

減らすことは、コミュニケーション

にあると思います。現在の安全衛生

の土壌を維持するには、作業標準の

一つひとつを『本当にできているだ

ろうか』と常に意識し、確認しあう

ようにしています。それが、ヒヤリ

ハットの小さいうちに芽を摘むこと

へとつながっているのではないでし

ょうか」と福田工場長は、トップと

しての安全衛生への姿勢を説く。「や

はり、何でも指摘しあえる関係を築

くこと、そして、問題があった後ど

のように対処するかがポイントにな

ると思います。お互いに指摘を受け

たことを素直に改善していけるよう

にしたいです」と続けた。このよう

に、安全衛生活動においては、衛生

面だけの強化ではなく、安全と衛生

の両者がバランスよく取り組まれる

ことで成果をあげていることがわかる。

これらの積み重ねが、表彰という

形で確実に実を結んでいる。

分煙化された喫煙室

明治製菓（株）中央安全衛生委員会�
労働安全部会・労働衛生部会・交通安全部会�

年度安全衛生年間目標・重点施策�
（労働安全・労働衛生健康づくり・交通安全）�

・ 年度安全衛生方針（理念）�
・ 年度安全衛生年間計画�
職場安全…職場の取組み�
交通安全…全国、県、市の要綱に沿って取り組み、講演等実施�
防火防災…全国要綱に沿って火災・防災訓練各年1回、消防設備教育   

　 訓練年2回、緊急処置訓練年1回実施等。�
労働衛生…全国、県、市の要綱に沿って、取り組み、講演等実施、定   

　 期健康診断年1回、特殊健康診断年2回、職場作業環境定
　 年2回、作業環境測定士による測定年2回�

トリム活動（春、秋ウォークジョグラリー・ウォーキング・ペタンク
　 ・ゲートボール・ラージボール・ボウリング等）�

安全・衛生巡視…場内巡視月1回、衛生管理者巡視週1回、産業医・
　　　　 衛生管理者巡視月1回、トップ巡視年2回実施。�

5S強化の日…月1回指定日に各職場で実施。�

工場安全衛生委員会�
（月1回第三火曜日）�

職場安全衛生委員会�
（月1回）�

・工場安全衛生年間計画に沿って取り組みおよび工場安全衛生委員会に�
　対し必要な意見具申。�

トリム活動でのウォークジョグラリー
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全国労働衛生週間準備期間の初日

である９月１日、東京・日本教育会

館で「第11回産業保健フォーラムIN

TOKYO」が開催され、 ｢『健康文

化』の形成を目指して」をメインテ

ーマに、各種の講演、発表が行われ

た。

なかでも新日本製鐵人事・労政部

の安福愼一部長は、企業のメリット、

従業員のメリットについて熟慮した

うえで、今、企業健康管理をどう企

業にいかそうとしているのか、真摯

に検討・考察した。

また、丸紅健康開発センターの山

澤文裕所長（産業医）は、総合商社

の過重労働対策について言及。時間

外・休日勤務のマニュアルの策定や

「ノー残業デー」キャンペーンの実

施、メンタルヘルス対策の教育の徹

底などを推進している実情を報告。

労使協調での取り組みが肝要とした。

他方、産業看護職が行うメンタル

ヘルスケアの実際について、横河電

機の甲府事業所診療センターの広瀬

有紀子氏が、昨今注目を浴びている

メンタルヘルスアクションチェック

リストの有効な活用の方法について、

披露した。

また、特別講演ではＮＨＫ科学・

環境番組部の北折一ディレクターよ

り、健康教育の仕方について『ガッ

テン流』と銘打って行われた。

w

規制の対象となる「石綿を含有する

製剤その他の物」について、石綿を、

その重量の「１％を超えて含有するも

の」から「0.1％を超えて含有するも

の」とする。

q

吹き付けられた石綿等の封じ込

め、囲い込みなどの作業でも、当該

石綿等がその粉じんを発散させた

り、労働者がその粉じんにばく露す

るおそれがある場合は、石綿等の使

用の有無の事前調査、作業計画の作

成、作業の届出、特別教育などを行

わなければならない。

上記アの作業で、当該石綿等に薬

石綿障害予防規則、労働安全衛生法

施行令など、石綿（アスベスト）に関

する法令が改正、９月１日から施行さ

れた。この一連の法令改正で、石綿

を、重量で0.1％を超えて含有する製

剤の製造等が禁止された。これで現

在、代替化が困難な一部の製品を除い

て、石綿の製造等がほぼ全面禁止とな

った。

昨年７月の関係閣僚会合で要請され

ていた、平成20年までの石綿含有製

品の全面禁止を達成するため、厚生労

働省が昨年、「石綿製品の全面禁止に

向けた石綿代替化等検討会」を発足、

具体的な代替化の促進を検討していた

もの。

石綿則関連では、事前調査や作業計

画の作成、作業の届出、特別教育を行

わなければならない作業として、新た

に「吹き付けられた石綿等の封じ込

め、囲い込みなどの作業」が加えられ

るとともに、「臨時の作業」に携わる

者に対する「呼吸用保護具及び作業衣

又は保護衣」の使用義務なども盛り込

んでいる。

今改正の概要は、以下のとおり。

q

石綿等の製造などを禁止する。ただ

し、国民の安全の確保上、国内の既存

の化学工業施設、鉄鋼業施設、非鉄金

属製造業施設の設備の接合部分に用い

られるガスケットまたはパッキンであ

って、温度、圧力等が一定以上の条件

の下で使用するものなどについては、

例外的に製造などを認める。

特別講演の北折一氏。



剤を吹き付ける封じ込めの作業、石

綿等が吹き付けられた天井に吊ボル

トを取り付ける囲い込み作業などに

ついては、作業場所を隔離しなけれ

ばならない。

上記アの作業で上記イ以外のもの

については、作業場所に当該作業に

従事する労働者以外の者が立ち入る

ことを禁止するとともに、その旨を

見やすい個所に表示しなければなら

ない。

上記アの作業に労働者を従事させ

るときは、石綿等を湿潤な状態にし

なければならない。また、当該労働

者に呼吸用保護具および作業衣また

は保護衣を使用させなければならな

い。

w

通常労働者が立ち入らない場所につ

いておける臨時の作業（天井裏、エレ

ベーターの昇降時等における設備の点

検・補修などの作業、掃除の作業な

ど）を行う場合において、吹き付けら

れた石綿等の損傷、劣化などによりそ

の粉じんを発散させ、労働者がその粉

じんにばく露するおそれがあるとき

は、労働者に呼吸用保護具および保護

衣または作業衣を使用されるものとす

ること。
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e

事業者は、石綿等を取り扱う作業に

使用した足場、器具、工具等につい

て、付着したものを除去したものでな

ければ、作業場外に持ち出してはなら

ないものとする。

r

作業の記録および健康診断の結果記

録について、石綿等を取り扱う作業場

において当該労働者が常時当該作業に

従事しないことになった日から40年間

保存するものとともに、作業環境測定

の結果およびその評価の記録について

も40年間保存する。

労働者健康福祉機構が厚生労働省の

委託を受け実施する母性健康管理研修

等事業における「母性健康管理研修

会」が、８月31日の岡山市を皮切り

にスタートした。

本研修は、産業医等産業保健スタッ

フと機会均等推進責任者に対し、母性

健康管理に関する資質の向上に必要な

知識の付与を目的として行われるも

の。すでに平成18年度内、全国46ヵ

所での研修会予定が組まれており、同

機構のホームページ上に掲載されてい

る。参加は無料。

なお、本研修を受講すると、医師・

産業医には、日本医師会「認定産業

医」基礎研修ま

たは生涯研修の

単位が付与され

る。

９月２日（土）、

仙台市青葉区の

江陽グランドホテルにおいて、同研修

会が開催された。研修会は３つの講演

で構成され、まず行政から宮城労働局

雇用均等室の田中芳子室長が講師にた

ち、管内の働く女性の現状、男女雇用

機会均等法における母性健康管理措

置、労働基準法における母性保護規定

について、労働者健康福祉機構が作成

した冊子「女性労働者の母性健康管理

のために」（当日無償配布）等をテキ

ストとして説明がなされた。

次に、国立病院機構仙台医療センタ

ー・産婦人科医長の明城光三医師によ

り、母子保健の理念や妊娠中の症状等

の説明、それに対する措置が解説され

た。

最後は、（株）日立製作所日立健康

管理センタ・法定健診管理科医長の赤

津順一医師より、産業医・産業保健ス

タッフが事業場内で母性健康管理にど

のように関わっていけばよいかについ

て、スライドとともに解説された。

今後全国各地で行われる同研修会

も、行政、地元労働局の母性健康管理

指導医等の専門家、産業医等による各

１時間の講演が基本となる。

明城光三医師

仙台での母性健康管理研修。

赤津順一医師田中芳子室長
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(独)労働者健康福祉機構は、さき

ごろ、平成17年度の１年間に、全国

32の労災病院に併設している勤労者

予防医療センターなどで行われた生

活習慣病予防指導――保健指導、生

活指導、栄養指導、運動指導の調査

結果を公表した。

調査では、生活習慣病予防の個別

指導を受けた者は、前年度の39,052

人から18.7％増の46,345人に上った

ことが明らかになった。

指導の内訳は、運動指導を受けた

者が14,056人（前年度比31.1％増）

と最も多く、以下、保健指導12,835

人（同6.6％増）、生活指導11,156人

（同24.4％増）、栄養指導8,298人（同

13.4％増）と続いた。こうした運動

指導の大幅な増加は、適正な運動習

慣が生活習慣病の予防に寄与するこ

とへの認識の高まりを反映したもの

と見られる。

特に、運動指導を受けた者を年齢

別に見ると、50歳代で4,252人（前

年度比14.5％増）ともっとも多く、

次いで60歳代が3,501人（同13.8％

増）であった。ただ、同指導の増加

率では、30歳代未満が前年度比で

343％増と、およそ3.5倍もの増加率

を示した。同様に、30歳代で同64.4％

増、40歳代で40.3％増と、“働き盛り”

の年代での増加が目立った 。

こうした各種の指導事業は、同機

構が、厚生労働省が推進する「過重

労働による健康障害防止対策」の一

環として、平成13年度より実施して

きているもの。

情報
クリ
ップ
�

情報
クリ
ップ
�

新しい職場巡視の解説本が出版された。産業医科大

学の森晃爾編による『産業保健ハンドブックe 写真

で見る職場巡視のポイント』（労働調査会発行）だ。

本書は、“自分が担当する職場に即したオリジナル

チェックリストの作成ができる”ようになることを期

し、さまざまな工夫を織り込み、職場巡視の実際を解

説している。

本書の主な特徴は、q作業やそれぞれの現場に即し

た20事例を収録、w１事例原則４ページ構成で、各事

例特有の留意点と解説とで構成、eその現場における

巡視の際のポイントとなる箇所を写真で掲げ、具体的

な着眼点を吹き出しの形で示す、r写真の総点数は150

点余、tチェックリスト作成に役立つよう極力箇条書

き形式としチェックボ

ックスを付す、y事例

とは別に、職場巡視に

関する基本事項や巡視

に際しての留意点をま

とめた総論も収録、と

いった点である。

産業医のみならず、

産業看護職や衛生管理

者、さらには安全衛生

担当者にも非常に参考となる「見て読む」職場巡視指

南書である。

（Ａ５判　112ページ　全２色刷り　定価500円）
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※１人の方が複数回受けている場合もあります。�
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版が発刊されました。

本書は、アスベスト関

連疾患の診断治療に役立

つ実務専門書として臨床

家にとって貴重な学習資

料であると同時に、アスベスト問題に関する相談やアス

ベスト取扱作業の労働衛生管理対策に携わる多くの方に

とっては、アスベストの使用箇所、アスベスト関連疾患

のQ&A、アスベスト疾患センター設置病院とその取組み

等が紹介され、座右の書ということができます。

著者は、労災病院の専門医を中心に、日本において石

綿障害の代表的研究者が担当されており、健診機関、病

院・診療所、医学教育機関等で、診療・教育業務に携わ

る医師ならびに産業保健関係者の必読の書として推薦し

ます。

平成17年11月の改正労働安全衛生法の公布に伴って、

石綿作業主任者に関する施行令および石綿障害予防規則

も平成18年4月より施行されました。そして、アスベス

ト使用建築物の解体作業等における健康障害防止対策や

退職者を含めたアスベスト取扱い作業等の従事者への健

康管理対策、さらに「石綿による健康被害の救済に関す

る法律」（アスベスト救済法）も施行されました。そこ

で、アスベスト関連疾患（中皮腫、肺がん（アスベスト

由来）、アスベスト肺（石綿肺）、円形無気肺、良性石綿

胸水（アスベスト胸膜炎）、びまん性胸膜肥厚）をめぐ

る最新の医学的知見と貴重な症例（17例）、病理所見、

職業歴とアスベストとの関わりの見つけ方が難しい例、

アスベスト関連疾患の発生に関するコラム、診断と治療

に関する座談会、そして、X線像、胸部組織像も豊富な

教材用CD-ROM付きできわめて内容の充実した増補改訂

産業保健 �
労働者健康福祉機構　編集　

労働調査会　刊

北里大学名誉教授　労働者健康福祉機構医監　　

来る10月19・20日の両日にわたり、労働者健康福祉

機構では、第11回産業保健調査研究発表会を開催いたし

ます。全47都道府県の産業保健推進センターが平成17

年度に行った調査研究をシンポジウム（メンタルヘルス、

過重労働）や個別発表の形で報告いたしますとともに、

今回は、特別講演として京都文教大学人間学部臨床心理

学科の島悟教授をお迎えして「メンタルヘルス指針につ

いて」と題した特別講演を行います。

産業医、産業看護職、衛生管理者、労働衛生コンサル

タント等産業保健関係者の皆様のご来場をお待ちいたし

ております。入場無料ですが、ＦＡＸによる申し込み

（下記）が必要です。

お知らせお知らせ
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実践・実務の�

濃度が増加します。これらの影響は鉛以外ではほとんど

見られません。鉛による初期あるいは軽度の生体への影

響を把握するための指標として重要です。

尿の排泄量によって、尿中デルタアミノレブリン酸の

濃度は変動します。汗を多くかけば尿量が減少し、尿量

デルタアミノレブリン酸の濃度は高くなります。一方、水

を多く飲めば尿量が増加し、濃度は低くなります。同じ

人であっても尿の濃淡によって尿中デルタアミノレブリ

ン酸の値の分布区分が変わることがあり、血中鉛量の検

査の分布区分と一致しない場合があります。

血中鉛量に比べて尿中デルタアミノレブリン酸量が高

い場合は第一に尿中デルタアミノレブリン酸の増加要因

は、鉛ばく露以外も考えられます。第二に検査した尿が

濃いことが考えられます。次に、血中鉛量に比べて尿中

デルタアミノレブリン酸量が低い場

合は検査した尿が薄いことも考えら

れます。尿が少なくて濃いか、多く

て薄い場合は、水分摂取の指導を行

った上で、日を改めて採尿します。

あるいは、検査した尿の比重または

クレアチニン濃度がわかっている場

合は、比重またはクレアチニンで補

正することにより血中鉛量の分布区

分と一致する場合があります。

事業者は鉛業務に従事する労働者

に対して６ヵ月以内ごとに１回定期

に鉛健康診断を実施しなければなり

ません。鉛健康診断の結果を労働者に通知し、鉛健康診

断個人票（様式２号）を作成し、５年間保存することに

なっています。そして、鉛健康診断結果報告書（様式３

号）を所轄労働基準監督署へ提出しなければなりません。

その報告書では、生物学的モニタリングである血中鉛量

の検査、尿中デルタアミノレブリン酸量の検査の結果は、

分布区分ごとの該当者数を記入することになっています。

鉛中毒予防規則では尿中デルタアミノレブリン酸量の測定

に関して補正についての記載はありません。

鉛の生体影響については造血系への影響が早期に現れ、

量─反応関係、量─影響関係が明らかにされています｡赤

血球を作る上で重要なヘム合成系に

鉛が作用する結果、血色素を十分に

作ることができないため低色素性の

貧血が起こります。尿中デルタアミ

ノレブリン酸量の増加は、鉛により

デルタアミノレブリン酸脱水酵素が

阻害され、ポルホピリノーゲンが十

分につくられないため、デルタアミ

ノレブリン酸の血中濃度が増加し、

ついで尿中デルタアミノレブリン酸
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毎日の産業保健活動、お疲れ様で

す。従業員の方々、一人ひとりに課

せられた仕事上の問題解決が“待ったなし”の現場で、私

たち産業保健スタッフの思いが伝わらず悲しくなること

があります。日々の援助活動に際して、保健医療従事者

が望むことと、サービス利用者の方の予想される反応、ま

たは、実際の反応とが異なるために、気まずい緊張感が

積み重なってしまう１）こともあります。

他方、本年３月に公表された「労働者の心の健康の保

持増進のための指針」（厚生労働省）にも記されており、

事業場内で産業保健スタッフの専門領域は、産業医等、衛

生管理者等、保健師等、心の健康づくり専門スタッフ、そ

して人事労務管理スタッフと多岐にわたっています。専

門領域を同じくするスタッフ間でも、課題分析の手段は

微妙に異なりますので、部署も異なるスタッフ間におい

て問題解決の優先順位に違いが生じ、お互いに譲れない

場面がでてくることは避けられないかもしれません。

保健医療福祉領域における様々な分野の問題解決の道

筋として、共通に用いられている方法の一つに、場面再

構成法（プロセスコード）２）３）があります。これは、スタッ

フ自身が、保健医療福祉サービス利用者の方々に向き合

った場面で、スタッフ自身に生じた思いと、表現された

言動が一致していないことを自覚し、自己のコミュニケ

ーションやストレス対処の傾向を明らかにするとともに、

援助サービスの実践教育にも有用な方法です。援助過程

において、援助スタッフの期待と、相手の方の実際の言

動との不一致を重視したのは、ウィーデンバック２）４）で

提供・協力　岐阜産業保健推進センター

す。宮本２）は、生じた不一致に対する違和感に関して、

のような手順による対自化を促しています。

このような「ふりかえり」の過程で、自分と相手の方

との共通点・相違点に気がつくと、人間関係に問題を生

じやすい人格・行動パターンが浮かび上がってくること

があるかもしれません。そんな時は、当季刊誌45号のP35

のメンタルへルス・メモランダム「パワー･ハラスメント」

の再読をお勧めいたします。

なお、全国の産業保健推進センターでは、産業看護、保

健指導に関する専門家を配置し、援助過程における課題

分析の手段をご提案させて頂くなかで、効果的な問題解

決が可能となるように努めさせて頂いておりますので、ど

うぞご利用ください。

１）Stephen Rollnick, et al.（（社）地域医療振興協会、他監訳）：健康の
ための行動変容/保健医療従事者のためのガイド．法研，2001

２）宮本真巳：援助技法としてのプロセスレコード．精神看護出版、
2003

３）樋口昌彦：コミュニケーション技術への視線―プロセスレコードの
社会学的研究に向けて―．山中浩治（編）：臨床文化の社会学，昭
和堂．pp247-68，2005

４）E.Wiedenbach（訳：外口玉子，他）：臨床看護の本質―患者援助
の技術．現代社，1984
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世界最大級のアミノ酸・調味料のバ

イオ技術工場である味の素九州事業所

は、佐賀県南東部に位置し、有明海に

そそぐ九州最大の大河・筑後川のほと

りにある。その敷地面積は23万m2で、

福岡ドームの約７倍に匹敵する広さだ。

ここでは食卓に上る調味料の「味の素」

などの主成分であるグルタミン酸やア

スパラギン酸などのアミノ酸の製造が

主体で、ここから出荷されたアミノ酸

類が各工場で最終製品となる。

この九州事業所には約200人の従業

員が働き、同事業所が九州地区におけ

る拠点事業所でもあることから、支社

と営業所の従業員も含めて約300人の

従業員の健康管理から労働衛生管理ま

でを担当するのが、人事部九州健康推

進センターに所属する保健師の家永佐

智子さんだ。

「積極的で前向き。よい意味で全体

（全社的）に影響力をもたらしていま

す。社内の活動はもとより、社外的な

活動にも積極的に参加していて、忙し

くしているようです。人脈も広く、そ

の方々にお世話になることもあり、頼

もしくもあります」と総務・企画グル

しょう』と動機づけにしています。そ

れと部下の健康管理はライン長として

の仕事でもあるわけで、ライン長教育

も充実させているところです」と話す。

体力づくりや生活習慣病予防などい

ろいろな活動を展開してきているが、

「コンプライアンス重視の会社方針があ

りますから、労働衛生の視点から常に

やるべきことがきちんとできているか

を、繰り返し見直ししながら進めるよ

うに心掛けています」とも。

反省すべき点がないわけではないと

正直に打ち明けてくれる。「相手を思う

あまりから、つい手を出し過ぎて自己

管理意識を弱め、依存的になってはい

ないかとの反省もあります」と。そう

したことから、現在は会社方針や各部

署の方針はあるが、「個人の目標を明確

にして自己責任での健康管理、健康づ

くりを実践できる方向性を強く打ち出

しているところです」と語る。

産業保健の現場で働く若き同業者へ

のエールは、「職場の人をよく知り、入

り込み、そこから相手のニーズを把握

することが重要でしょう。自分のやり

たいことと相手のニーズは必ずしもイ

コールになりませんから、相手をじっ

くりみることですね。思いだけが先行

してはうまく行きません。それと、組

織の中で協力者をみつけることです」

と、経験に裏打ちされた助言が矢継ぎ

早に出てくる。内外ともから信頼が寄

せられる、心強い保健師である。

産業看護職�
奮闘記�

45
Documentary

●�

工場見学の担当も兼ね、訪れた人たちに
も健康の重要性を説く役目も。専業主婦
時期も経験していることから、主婦感覚
も大いに役立っているようだ。

ープ課長（人事部九州健康管理推進セ

ンター長）の末次哲也さんは、家永さ

んの社内外での活動の一面を紹介して

くれる。

そんな社内と社外の活動との融合の

ひとつに、「カウンセリング」がある。

「従業員の健康管理を実践してきまし

て、カウンセリングの必要性を強く感

じていましたので、３年前に産業カウ

ンセラーの資格を取得しました。カウ

ンセリングの実践のためには資格取得

に止まらず、さまざまな場に身を置か

ないと上達しないのではないかとの思

いから、現在も休日には育成講座の手

伝いをさせてもらっています」と家永

さんは話す。そして、身につけたカウ

ンセリング技法は、当然に社内の健康

管理活動に反映される。健康診断後に

全従業員との面談が実施されるが、「再

健診をかたくなに固辞していた有所見

者にカウンセリング技法を用いて臨ん

だところ、有効に働いた例もあります」

と家永さんは顔をほころばせる。

この健康診断だが、受診率は100％

だという。「“食”と“健康”に貢献す

ることを企業理念にしていますから、

健康管理に対するトップの意識が高い

ことも背景にあるのでしょう。厳しい

経営環境を従業員自身も体験し、自分

の健康は自分で守るとの考え方も定着

してきました。また、一般的に有所見

者は“悪者”扱いされがちですが、『再

度健康管理について考える機会にしま
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クレーン国内シェアトップの株式会社タダノは、安

全衛生活動に早くから取り組んでいる企業としても有

名だ。ことに1971年の保健委員会制度発足を皮切りに、

1981年から全社を上げての健康づくり運動の推進を

し、体力増進センターの開設を機にした運動指導や禁

煙指導、メンタルヘルス学習会を開催するなど、長い

時間をかけて安全衛生という考え方を浸透させてきた。

このほかにも、作業環境測定結果に応じた改善など、

例えば昨年は暑熱対策として空調服の導入するなどト

ピックは山盛りだ。「これらも、トップの理解があるか

らこそです」と話すのはタダノ志度工場安全衛生課の

衛生管理者、鈴木賢一さん。

鈴木さんが、安全衛生に携わるようになったのは4年

前の配属がきっかけだった。「入社以来、安全衛生にそ

れほど関心もなく過ごしてきたので、指導される立場

から指導していく立場への変更は、やはり不安があり

ましたね」と当時の気持ちを打ち明けてくれた。

「肥満に喫煙と、不健康材料がたくさんあった自分

が、とりあえず指導していく立場へ立つにあたって、

自己改善を図るしかない」と決意。すぐに禁煙を開始

した。ちょうど安全衛生課イントラネット運用の開始

時期だったので、禁煙日記のブログを公開するなど、

体験談を周囲にも発信をした。「反応？あったのかな」

と笑顔ではぐらかしつつも、鈴木さんの体験記は何よ

りも従業員のモチベーションアップの原動力となって

いった。

「社内の禁煙の取組みは、もう20年たちます。その

後も禁煙ラリーなどで、各自が参加表明をしていくよ

うに禁煙へのチャレンジを促しています。また、今年

からは禁煙体験記を募集して、チャレンジしている人

たちに、体験者のアドバイスやメッセージを贈ること

で励まし、またたばこを吸わない人からも支援者とし

て参加してもらい、互いに禁煙活動を支えていくよう

にしています」と、その環境を整えているのが、まさ

に経験者の鈴木さんである。「押し付けではなく、自

主性が何よりも大切なんです」と肝をつく。

「1981年から40歳以上の方は、通常の定期健診では

なく、別に特別休暇を与えて体力測定なども含めた健

康度測定を実施してましたが、昨年からは香川県がん

センターへ検診機関を変更し生活習慣病予防健診とし

て再出発しました。もちろん、25、30、35歳の節目も

対象者として生活習慣病予防健診を受診してもらって

います」。いうまでもないが、健診の受診率は100％を

誇る。「不都合があって受けられない場合は、本人が

日程を調整するんです」と事後の調整は安全衛生課で

は行わず、ここでも自主性を重んじている。「自分の

健康管理は誰かがしてくれるものではありません。社

内イントラネット上に健診予定者のスケジュールをア

ップしていますので、本人同士で個別に交渉してもら

い、変更内容の報告をしてもらいます」とまさに、シ

ステムの運用が上手くいった好例だ。

「健康づくり自己宣言運動」では、率先して「月に

300km自転車で走行する」目標を掲げ、通勤に休日に

と日々乗りこなして3年になる。「自分が実践をするこ

とで、説得力が生まれます。運動（自転車）して継続

していたら5kgの減量ができた経験を話したりすると、

みなさんにも納得してもらいやすいです」と自らの実

践がものをいう。確かに「はじめてみよう」という気

持ちが芽生えてくる。が、それがなかなかできないの

である。

C l o s e - u p
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財団法人社会経済生産性本部（理事

長：谷口恒明）はこのたび、全国の上

場企業2,150社を対象に「メンタルヘ

ルスの取り組み」に関するアンケート

調査を2006年4月に行い、その結果を

発表した。有効回答数は218社、回収

率10.1％になっている。

最近３年間における「心の病」は６

割以上（61.5％）の企業が「増加傾

向」になっており、過去２回の結果と

比較すると一貫して増加している

。2002年が48.9％､2004年は58.2％

で、調査開始の初年度の2002年と比

較すると12.6ポイント増加している。

また、年齢別に見ると「心の病」は30

代にもっとも集中していて61.0％であ

った。

「心の病」による「１ヵ月以上の休

業者」は74.8％の企業で存在してい

る。割合が増加した背景に職場の変化

があげられており、7割近い

67.0％の企業で「個人で仕事をする機

会が増えている」と回答しているその

中で、「職場のコミュニケーションの

機会が減り」が約6割の60.1％、「職場

の助け合いが少なくなっている」が5

割近くで49.0％なっているとの結果と

なった。

各従業員の「責任」と「裁量」のバ

ランスが取れている企業は約６割で

60.1％あるものの、反面取れていない

企業も約4割で39.9％みられ、責任と

権限のアンバランスになりがちな現状

もあることが示唆された。

また、「職場のコミュニケーション

の機会が減少した」企業においては

「心の病」の増加した割合が71.8％に

のぼり、「減少していない」企業の割

合の46.0％と比べると、25.8ポイント

の差があった。「職場での助け合いが

減少した」企業においても「心の病」

が増加した割合が72.0％で７割を超

え、「減少していない」企業との差は

20.6％になっている。

職場の「心の病」の増加傾向を抑制

するには、横のつながりの回復、責

任・裁量のバランスが取れるような仕

事の仕方の改革、それらを含めた意味

での働きがいに焦点を当てた活力ある

風土づくりが喫緊の課題であるよう

だ。
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〒060-0807 北海道札幌市北区北7条西1丁目2番6号　NSS・ニューステージ札幌11F
TEL011-726-7701 FAX011-726-7702 http://www.hokkaidoOHPC.rofuku.go.jp

〒030-0862 青森県青森市古川2丁目20番3号　朝日生命青森ビル8F
TEL017-731-3661 FAX017-731-3660 http://www.aomoriOHPC.rofuku.go.jp

〒020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通2丁目9番1号　マリオス12F
TEL019-621-5366 FAX019-621-5367 http://www.iwateOHPC.rofuku.go.jp

〒980-6012 宮城県仙台市青葉区中央4丁目6番1号　住友生命仙台中央ビル12F
TEL022-267-4229 FAX022-267-4283 http://www.miyagiOHPC.rofuku.go.jp

〒010-0001 秋田県秋田市中通2丁目3番8号 アトリオンビル8F
TEL018-884-7771 FAX018-884-7781 http://www.akitaOHPC.rofuku.go.jp

〒990-0031 山形県山形市十日町1丁目3番29号　山形殖銀日生ビル6F
TEL023-624-5188 FAX023-624-5250  http://www.yamagataOHPC.rofuku.go.jp

〒960-8031 福島県福島市栄町6番6号　ユニックスビル9F
TEL024-526-0526 FAX024-526-0528 http://www.fukushimaOHPC.rofuku.go.jp 

〒310-0021 茨城県水戸市南町1丁目3番35号　水戸南町第一生命ビルディング4F
TEL029-300-1221 FAX029-227-1335 http://www.ibarakiOHPC.rofuku.go.jp

〒320-0033 栃木県宇都宮市本町4番15号　宇都宮NIビル7F
TEL028-643-0685 FAX028-643-0695 http://www.tochigiOHPC.rofuku.go.jp

〒371-0022 群馬県前橋市千代田町1丁目7番4号（財）群馬メディカルセンタービル2F
TEL027-233-0026 FAX027-233-9966 http://www.gunmaOHPC.rofuku.go.jp

〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂2丁目2番3号　さいたま浦和ビルディング2F
TEL048-829-2661 FAX048-829-2660 http://www.saitamaOHPC.rofuku.go.jp

〒260-0025 千葉県千葉市中央区問屋町1番35号　千葉ポートサイドタワー13F
TEL043-245-3551 FAX043-245-3553 http://www.chibaOHPC.rofuku.go.jp

〒100-0011 東京都千代田区内幸町2丁目2番3号　日比谷国際ビルヂング3F
TEL03-3519-2110 FAX03-3519-2114 http://www.sanpo13.jp

〒220-8143 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目2番1号　横浜ランドマークタワー43F
TEL045-224-1620 FAX045-224-1621 http://www.kanagawaOHPC.rofuku.go.jp

〒951-8055 新潟県新潟市礎町通二ノ町2077番地　朝日生命新潟万代橋ビル6F
TEL025-227-4411 FAX025-227-4412 http://www.sanpo15.jp

〒930-0856 富山県富山市牛島新町5番5号 インテックビル9F
TEL076-444-6866 FAX076-444-6799 http://www.toyamaOHPC.rofuku.go.jp

〒920-0031 石川県金沢市広岡3丁目1番1号　金沢パークビル9F
TEL076-265-3888 FAX076-265-3887 http://www.ishikawaOHPC.rofuku.go.jp

〒910-0005 福井県福井市大手2丁目7番15号　明治安田生命福井ビル5F
TEL0776-27-6395 FAX0776-27-6397 http://www.fukuiOHPC.rofuku.go.jp

〒400-0031 山梨県甲府市丸の内3-32-11 住友生命甲府丸の内ビル4F
TEL055-220-7020 FAX055-220-7021 http://sanpo19.jp/

〒380-0936 長野県長野市岡田町215-1 日本生命長野ビル3F
TEL026-225-8533 FAX026-225-8535 http://www.naganoOHPC.rofuku.go.jp

〒500-8844 岐阜県岐阜市吉野町6丁目16番地　大同生命・廣瀬ビル11F
TEL058-263-2311 FAX058-263-2366 http://www.gifuOHPC.rofuku.go.jp

〒420-0851 静岡県静岡市葵区黒金町59番6号　大同生命静岡ビル6F
TEL054-205-0111 FAX054-205-0123 http://www.shizuokaOHPC.rofuku.go.jp

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄4丁目15番32号　日建・住生ビル7F
TEL052-242-5771 FAX052-242-5773 http://www.aichiOHPC.rofuku.go.jp

〒514-0003 三重県津市桜橋2丁目191番4 三重県医師会ビル5F
TEL059-213-0711 FAX059-213-0712 http://www.mieOHPC.rofuku.go.jp

〒520-0047 滋賀県大津市浜大津1丁目2番22号　大津商中日生ビル8F
TEL077-510-0770 FAX077-510-0775 http://www.shigaOHPC.rofuku.go.jp

〒604-8186 京都府京都市中京区車屋御池下ル梅屋町 361-1 アーバネックス御池ビル東館7F
TEL075-212-2600 FAX075-212-2700 http://www.kyotoOHPC.rofuku.go.jp

〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町2丁目1番6号　堺筋本町センタービル9F
TEL06-6263-5234 FAX06-6263-5039 http://www.osakaOHPC.rofuku.go.jp

〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号　神戸クリスタルタワー19F
TEL078-360-4805 FAX078-360-4825 http://www.hyogoOHPC.rofuku.go.jp

〒630-8115 奈良県奈良市大宮町1丁目1番15号　ニッセイ奈良駅前ビル3F
TEL0742-25-3100 FAX0742-25-3101 http://www.nara-sanpo.jp

〒640-8157 和歌山県和歌山市八番丁11 日本生命和歌山八番丁ビル6F
TEL073-421-8990 FAX073-421-8991 http://www.wakayamaOHPC.rofuku.go.jp

〒680-0846 鳥取県鳥取市扇町７番　鳥取フコク生命駅前ビル3F
TEL0857-25-3431 FAX0857-25-3432 http://www.tottoriOHPC.rofuku.go.jp

〒690-0887 島根県松江市殿町111 松江センチュリービル5F
TEL0852-59-5801 FAX0852-59-5881 http://www.shimaneOHPC.rofuku.go.jp

〒700-0907 岡山県岡山市下石井1丁目1番3号　日本生命岡山第二ビル新館6F
TEL086-212-1222 FAX086-212-1223 http://www.okayamaOHPC.rofuku.go.jp

〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀16番11号　日本生命広島第二ビル4F
TEL082-224-1361 FAX082-224-1371 http://www.hiroshima-sanpo.jp

〒753-0051 山口県山口市旭通り2丁目9番19号　山建ビル4F
TEL083-933-0105 FAX083-933-0106 http://www.yamaguchiOHPC.rofuku.go.jp

〒770-0847 徳島県徳島市幸町３丁目61番地　徳島県医師会館３F
TEL088-656-0330 FAX088-656-0550 http://www.tokushimaOHPC.rofuku.go.jp

〒760-0025 香川県高松市古新町2番3号　三井住友海上高松ビル4F
TEL087-826-3850 FAX087-826-3830 http://www.kagawaOHPC.rofuku.go.jp

〒790-0011 愛媛県松山市千舟町4丁目5番4号　住友生命松山千舟町ビル2F
TEL089-915-1911 FAX089-915-1922 http://www.ehimeOHPC.rofuku.go.jp

〒780-0870 高知県高知市本町4丁目2番40号　ニッセイ高知ビル4Ｆ
TEL088-826-6155 FAX088-826-6151 http://www.kouchiOHPC.rofuku.go.jp

〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南2丁目9-30 福岡県メディカルセンタービル1F
TEL092-414-5264 FAX092-414-5239 http://www.fukuokaOHPC.rofuku.go.jp

〒840-0816 佐賀県佐賀市駅南本町6-4 佐賀中央第一生命ビル8F
TEL0952-41-1888 FAX0952-41-1887 http://www.sagaOHPC.rofuku.go.jp

〒850-0862 長崎県長崎市出島町1番14号　出島朝日生命青木ビル8F
TEL095-821-9170 FAX095-821-9174 http://www.nagasakiOHPC.rofuku.go.jp

〒860-0806 熊本県熊本市花畑町1番7号　MY熊本ビル8F
TEL096-353-5480 FAX096-359-6506 http://www.kumamotoOHPC.rofuku.go.jp

〒870-0046 大分県大分市荷揚町3番1号　第百・みらい信金ビル7F
TEL097-573-8070 FAX097-573-8074 http://www.ooitaOHPC.rofuku.go.jp

〒880-0806 宮崎県宮崎市広島1丁目18番7号　大同生命宮崎ビル６F
TEL0985-62-2511 FAX0985-62-2522 http://www.miyazakiOHPC.rofuku.go.jp

〒892-0842 鹿児島県鹿児島市東千石町1番38号　鹿児島商工会議所ビル6F
TEL099-223-8100 FAX099-223-7100 http://www1.biz.biglobe.ne.jp/̃sanpo46/

〒901-0152 沖縄県那覇市字小禄1831‐1 沖縄産業支援センター7F
TEL098-859-6175 FAX098-859-6176 http://www.okinawaOHPC.rofuku.go.jp

事業内容その他の詳細につきましては、上記にお問い合わせください。


